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(57)【要約】
【課題】長期間にわたって発光装置を使用した場合であっても光取り出し効率の低下を抑
制できるパッケージ用の樹脂組成物を提供する。
【解決手段】ポリアミド（Ａ）、下記一般式１で示される亜リン酸型チタネート系カップ
リング剤（Ｂ）で処理された反射材（Ｃ）を含む樹脂組成物。
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ-Ｔｉ-[Ｐ-（Ｏ-Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ]ａ　・・・一般式1
　Ｒ'は、アルキル基、ａは、１～６の整数、Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ

＋１で表されるアルキル基、ｍは、０～３の整数、である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリアミド（Ａ）、下記一般式１で示される亜リン酸型チタネート系カップリング剤（
Ｂ）で処理された反射材（Ｃ）を含む樹脂組成物。
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ-Ｔｉ-[Ｐ-（Ｏ-Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ]ａ　・・・一般式1
　Ｒ'は、アルキル基
　ａは、１～６の整数
　Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基
　ｍは、０～３の整数
【請求項２】
　前記反射材（Ｃ）は、金属化合物を含む請求項１記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　前記反射材（Ｃ）は、金属酸化物を含む請求項１記載の樹脂組成物。
【請求項４】
　前記反射材（Ｃ）は、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化チタン、
酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、チタン酸バリウム、水酸化マグネシウム及び酸化イット
リウム、窒化ホウ素、水酸化マグネシウムからなる群から選択された１つを含む請求項１
記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　ａは２である請求項１～４のいずれか１つに記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　ｎは、４～２０の整数である請求項１～５のいずれか１つに記載の樹脂組成物。
【請求項７】
　ｍは、２である請求項１～６のいずれか１つに記載の樹脂組成物。
【請求項８】
　繊維状鉱物（Ｄ）を含有する請求項１～７のいずれか１つに記載の樹脂組成物。
【請求項９】
　繊維状鉱物（Ｄ）は、ガラス繊維、チタン酸カリウム繊維、ワラストナイト、酸化亜鉛
繊維、チタン酸ナトリウム繊維、ホウ酸アルミニウム繊維、ホウ酸マグネシウム繊維、酸
化マグネシウム繊維、珪酸アルミニウム繊維、窒化珪素繊維及び炭素繊維からなる群から
選択された１つを含む請求項８に記載の樹脂組成物。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載された樹脂組成物からなる樹脂成形部と前記樹脂成形部
に埋設されたリード電極とを含むパッケージと、前記リード電極に接続された発光素子と
を備えた発光装置。
【請求項１１】
　前記パッケージは前記発光素子を収納する凹部を有し、前記凹部を囲む前記樹脂成形部
の側壁の最小厚さが２００μｍ以下である請求項１０記載の発光装置。
【請求項１２】
　下記一般式1で示される亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）により反射材（
Ｃ）を処理する処理工程と、
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ-Ｔｉ-[Ｐ-（Ｏ-Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ]ａ　・・・一般式1
　Ｒ'は、アルキル基
　ａは、１～６の整数
　Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基
　ｍは、０～３の整数
　ポリアミド（Ａ）と、前記亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）で処理された
反射材（Ｃ）とを混合する混合工程と、
　を含む樹脂組成物の製造方法。
【請求項１３】
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　前記処理工程において、１００重量部の反射材（Ｃ）を０．１～１０重量部の前記亜リ
ン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）で処理する請求項１２に記載の樹脂組成物の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂組成物、樹脂組成物の製造方法及び発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、樹脂からなるパッケージと該パッケージの凹部に設けられた発光素子とを含
む表面実装タイプの発光装置が広く使用されている。この発光装置において、発光素子は
、凹部の底面に露出したリードに載置される。このように構成された発光装置では、発光
素子の発光が凹部の開口部から出射されるが、例えば、発光ダイオード等の発光素子は、
上方だけではなく側方にも多くの光を出射する。したがって、発光装置の光取り出し効率
を高くするためには、発光素子から側方に出射される光を効果的に凹部の開口部から取り
出す必要がある。そこで、パッケージの凹部の周りの側壁を開口部に近いほど開口面積が
大きくなるように傾斜させかつ凹部の底面及び側壁の反射率を高くすることにより、光取
り出し効率を向上させている。
【０００３】
　樹脂パッケージにおいて、樹脂の表面である凹部の底面及び側壁の反射率を高くする方
法として、反射材を樹脂に添加して例えば射出成形によりパッケージを作製する方法があ
る。この方法により形成されたパッケージは、反射材の含有量が多くなるほど反射率を高
くすることができるが、樹脂における反射材の充填量が高くなると、樹脂の流動性が悪化
してパッケージを成形することが難しくなる。
【０００４】
　そこで、予め表面処理をした反射材を樹脂に含有させることにより、樹脂の流動性の悪
化を防止する試みがなされている。例えば、特許文献１には、反射材である白色顔料を、
例えば、シランカップリング剤、チタンカップリング剤などのカップリング剤により疎水
化処理した上で樹脂に含有させるものが開示されている。また、特許文献２には、反射材
である酸化チタンを、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、有機酸、ポリオー
ル、シリコーン等の有機物等の表面処理剤で表面処理した上で樹脂に含有させることが開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２４４２８号公報
【特許文献２】特開２０１３－０３２５３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載の部材を使用しても、反射材の流動性が不十分
であり、反射材を高充填することが難しい。
【０００７】
　そこで、本実施形態は、反射材の流動性を向上し、光取り出し効率の向上を図るパッケ
ージ用の樹脂組成物とその製造方法及び発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る一実施形態の樹脂組成物は、
　ポリアミド（Ａ）、下記一般式１で示される亜リン酸型チタネート系カップリング剤（
Ｂ）で処理された反射材（Ｃ）を含む樹脂組成物。
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(Ｒ'-Ｏ)６－ａ-Ｔｉ-[Ｐ-（Ｏ-Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ]ａ　・・・一般式1
　Ｒ'は、アルキル基、
　ａは、１～６の整数、
　Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基、
　ｍは、０～３の整数、
　である。
【０００９】
　本発明に係る一実施形態の発光装置は、
　前記本発明に係る一実施形態の樹脂組成物からなる樹脂成形部と前記樹脂成形部に埋設
されたリード電極とを含むパッケージと、前記リード電極に接続された発光素子とを備え
る。
【００１０】
　本発明に係る一実施形態の樹脂組成物の製造方法は、
　下記一般式１で示される亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）により反射材（
Ｃ）を処理する処理工程と、
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ-Ｔｉ-[Ｐ-（Ｏ-Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ]ａ　・・・一般式1
　Ｒ'は、アルキル基
　ａは、１～６の整数
　Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基
　ｍは、０～３の整数
　ポリアミド（Ａ）と、前記亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）で処理された
反射材（Ｃ）とを混合する混合工程と、
　を含む。
【発明の効果】
【００１１】
　以上の本発明に係る実施形態の樹脂組成物及びその製造方法及び発光装置によれば、光
取出し効率の良い発光装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る実施形態２の発光装置の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る実施形態の樹脂組成物について説明する。
　上述したように、発光装置用パッケージは、光取り出し効率を高くするために、例えば
、酸化チタン粒子等の反射材を含有する樹脂を用いて作製される。しかしながら、樹脂に
反射材を含有させると樹脂の流動性が悪化するために、表面処理がされた反射材を樹脂に
含有させて樹脂の流動性悪化を抑制している。
【００１４】
　例えば、亜リン酸型チタネートカップリング剤により表面処理された酸化チタンをポリ
アミドにより成形されたパッケージを用いて発光装置を作製した場合、光取出し効率が向
上した。これに対して、アミン系チタネートカップリング剤、ピロリン酸型チタネートカ
ップリング剤及びカルボン酸型チタネートカップリング剤により表面処理された酸化チタ
ンを含有させたポリアミドにより成形されたパッケージを用いて発光装置を作製した場合
、チタネートカップリング剤自体の発光装置作製時に受ける熱変色で、側壁の反射率が低
下し、光取出し効率が低下した。
【００１５】
　そこで、亜リン酸型チタネートカップリング剤、アミン系チタネートカップリング剤、
ピロリン酸型チタネートカップリング剤及びカルボン酸型チタネートカップリング剤の各
表面処理剤自体をピペットによりガラスプレートに滴下して乾燥し、３２０℃の温度で３
０秒間熱し、目視にて変色具合の確認を行った。



(5) JP 2018-16765 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

　その結果、ジ亜リン酸型チタネートカップリング剤については変色が観測されなかった
が、アミン系チタネートカップリング剤、ピロリン酸型チタネートカップリング剤及びカ
ルボン酸型チタネートカップリング剤についてはいずれも変色が確認された。
【００１６】
　具体的には、上記変色確認実験において、
　亜リン酸型チタネートカップリング剤については、テトラオクチルビス(ジトリデシル
ホスファイト)チタネートとテトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイト)チタネー
トの２種類について確認し、いずれも変色はなかった。
　また、アミン系チタネートカップリング剤としては、イソプロピルトリ(N-アミドエチ
ル・アミノエチル)チタネート、
　ピロリン酸型チタネートカップリング剤としては、ビス(ジオクチルパイロホスフェー
ト)オキシアセテートチタネート、
　カルボン酸型チタネートカップリング剤としては、イソプロピルトリイソステアロイル
チタネートについて確認し、いずれも変色が確認された。
【００１７】
　ここで、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネートは、
　化学式：（Ｃ８Ｈ１７－Ｏ）４－Ｔｉ－［Ｐ－（Ｏ－Ｃ１３Ｈ２７）２ＯＨ］２

　で表され、
　テトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイト)チタネートは、
　化学式：［（ＣＨ３）２ＣＨ－Ｏ］４－Ｔｉ－［Ｐ－（Ｏ－Ｃ８Ｈ１７）２ＯＨ］２

　で表される。
【００１８】
　以下、本発明に係る実施形態の各構成について詳細に説明する。
【００１９】
　実施形態１．
　実施形態１の樹脂組成物は、例えば、発光装置などの光半導体装置のパッケージの作製
に適した樹脂組成物であって、
　ポリアミド（Ａ）、下記式１で示される亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）
で処理された反射材（Ｃ）を含む樹脂組成物である。
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ－Ｔｉ－［Ｐ－（Ｏ－Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ］ａ　・・・一般式１
　ここで、式１において、Ｒ'は、アルキル基であり、
　ａは、１～６の整数であり、
　Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基であり、
　ｍは、０～３の整数である。
【００２０】
　以下、各構成部材について具体的に説明する。
【００２１】
＜ポリアミド（Ａ）＞
　本実施形態１で用いられるポリアミドについては、特に限定はされないが、高融点であ
り、耐熱性の高いポリアミドを用いることが好ましく、高融点で耐熱性の高いポリアミド
として、半芳香族ポリアミド、半脂環族ポリアミドなどが挙げられる。特に、半芳香族ア
ミド、半脂環族ポリアミドの中でも、ポリヘキサメチレンテレフタルアミド（ＰＡ６Ｔ）
、ポリノナメチレンテレフタルアミド（ＰＡ９Ｔ)、ポリデカメチレンテレフタルアミド
（ＰＡ１０Ｔ)、ポリヘキサメチレンシクロへキサンジカルボキサミド（ＰＡ６Ｃ）、ポ
リノナメチレンシクロへキサンジカルボキサミド（ＰＡ９Ｃ）、ポリデカメチレンシクロ
へキサンジカルボキサミド（ＰＡ１０Ｃ）などが特に望ましい。また、上記ポリアミドに
ついては、１種類のポリアミドを単独でも用いてもよいし、２種類以上のポリアミドを併
用してもよい。
【００２２】
＜チタネートカップリング剤（Ｂ）＞
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　本実施形態１で用いられるチタネートカップリング剤は、下記式１で表される亜リン酸
型チタネート系カップリング剤である。
(Ｒ'-Ｏ)６－ａ－Ｔｉ－［Ｐ－（Ｏ－Ｒ"）ｍ（ＯＨ）３－ｍ］ａ　・・・式１
　ここで、式１において、Ｒ'は、イソプロピル基、オクチル基を含むアルキル基であり
、イソプロピル基より炭素数の少ないアルキル基であっても良いし、オクチル基より炭素
数の大きいアルキル基であってもよい。
　また、ａは、１～６の整数である。
【００２３】
　また、Ｒ"は、ｎが１～３０の整数であるＣｎＨｎ＋１で表されるアルキル基であり、
ｎは、好ましくは４～２０の整数であり、より好ましくは６～１８の整数である。
　炭素数ｎが、４～２０のアルキル基としては、具体的には、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、
トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オ
クタデシル基、ノナデシル基が挙げられ、それぞれ飽和又は不飽和の直鎖状のもの、飽和
又は不飽和の分岐鎖状のもの、飽和又は不飽和の環状のものを用いることができる。
【００２４】
　ｍは、０～３の整数であり、好ましくは、ｍは２であり、すなわち、実施形態１のチタ
ネートカップリング剤は、好ましくは、ジ亜リン酸型チタネート系カップリング剤である
。
【００２５】
　カップリング剤としては、１種類のカップリング剤を単独でも用いてもよいし、２種類
以上のカップリング剤を併用して用いてもよい。
【００２６】
　反射材を表面処理する際のチタネートカップリング剤の使用量は、特に限定されるもの
ではなく適宜設定されるが、例えば、反射材（Ｃ）１００重量部に対して、
例えば、０．１～３．０重量部、好ましくは、０．２～２．０重量部、より好ましくは、
０．３～１．５重量部の範囲に設定される。
【００２７】
　反射材を上記カップリング剤で処理する方法は、特に限定されるものではなく、湿式法
や乾式法、インテグラルブレンド法などを用いることができる。湿式法とは、予め反射材
を溶媒に投入し、スラリーを作成した後、上記チタネートカップリング剤を添加して処理
する方法である。乾式法とは、予め無溶媒下で反射材をミキサーなどに投入し、上記チタ
ネートカップリング剤を投入し処理する方法である。インテグラルブレンド法とは、反射
材を樹脂に投入するとき同時に上記チタネートカップリング剤を投入する方法である。
【００２８】
＜反射材（Ｃ）＞
　本実施形態１で用いられる反射材としては、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸
化亜鉛、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化イットリウム、窒化ホウ素、
水酸化マグネシウムなどの金属酸化物等の金属化合物が挙げられる。他にも硫化亜鉛、硫
化マグネシウムなどの金属硫化物や金属窒化物でもよく、それぞれの屈折率や反射率等の
性質を考慮して適宜選択できる。金属化合物は、比較的に化学的に安定であり、酸化、硫
化等の化学反応による変色が起こりにくく、発光装置として高い信頼性を得ることができ
る。また、金属化合物の中でも金属酸化物は、比較的安価であるため、好ましい。
【００２９】
　その中でも、酸化チタンは化学的に安定であり、可視光に対して高い光反射性を有する
ので好ましい。また、酸化チタンとしては、アナターゼ型、ルチル型、単斜晶型等のもの
いずれも使用でき、結晶形態の異なるものを２種以上併用することもできる。酸化チタン
はルチル型が好ましい。ルチル型の酸化チタンは、屈折率が高く、光安定性の良く、アナ
ターゼ型と比べて光触媒としての活性が低いからである。
【００３０】
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　反射材として酸化チタンは、樹脂成形体組成物全量の０．１重量％～５０重量％含有す
ることが好ましい。より好ましくは０．２重量％～４５重量％である。これにより、発光
装置における発光出力を高く維持することができる。酸化チタンの形状についても特に制
限はなく、粒子状、繊維状、板状（薄片状、鱗片状、雲母状等を含む）等の各種形状のも
のをいずれも使用でき、形状の異なるものを２種以上併用することもできる。酸化チタン
の大きさは、特に制限されるものではないが、平均粒子径で０．１μｍ～０．５μｍが好
ましい。酸化チタンを用いる場合には、表面処理により光触媒効果が抑制される。
【００３１】
　実施形態１の樹脂組成物は、得られる樹脂成形体の機械的強度等の特性を向上させるた
めに、以下の無機鉱物を含んでいても良い。
【００３２】
＜無機鉱物（Ｄ）＞
　無機鉱物（Ｄ）としては、ガラス繊維やチタン酸カリウム繊維、ワラストナイト、酸化
亜鉛繊維、チタン酸ナトリウム繊維、ホウ酸アルミニウム繊維、ホウ酸マグネシウム繊維
、酸化マグネシウム繊維、珪酸アルミニウム繊維、窒化珪素繊維、炭素繊維等の無機繊維
が挙げられる。その中でも、隠ぺい力からチタン酸カリウム繊維、ワラストナイト群から
選ばれる１種ないし２種以上を使用するのが望ましい
【００３３】
　チタン酸カリウム繊維としては、種々のチタン酸カリウム繊維を用いることができるが
、例えば、４チタン酸カリウム繊維、６チタン酸カリウム繊維、８チタン酸カリウム繊維
等を使用することができる。チタン酸カリウム繊維の寸法は特に制限はないが、通常、平
均繊維径０．０１μｍ～１μｍ、好ましくは０．１μｍ～０．５μｍ、平均繊維長１μｍ
～５０μｍ、好ましくは３μｍ～３０μｍである。ワラストナイトは、メタケイ酸カルシ
ウムからなる無機繊維である。ワラストナイトの寸法も特に制限はないが、通常、平均繊
維径０．１μｍ～１５μｍ、好ましくは２．０μｍ～７．０μｍ、平均繊維長３μｍ～１
００μｍ、好ましくは２０μｍ～５０μｍ、平均アスペクト比３以上、好ましくは３～５
０、より好ましくは５～３０である。
【００３４】
　得られる樹脂成形体の機械的強度等の特性をより一層向上させるために、チタン酸カリ
ウム繊維及びワラストナイトに表面処理を施してもよい。表面処理は公知の方法に従い、
シランカップリング剤、チタンカップリング剤等を用いてもよい。チタン酸カリウム繊維
及び/またはワラストナイトの配合量は、通常、樹脂成形体組成物全量の５重量％～７０
重量％、好ましくは１０重量％～７０重量％（樹脂成分３０～９０重量％）とするのがよ
い。
【００３５】
　実施形態１の樹脂組成物は、得られる樹脂成形体の変色を防止し、光反射率の低下を防
ぐために、以下の添加剤を含んでいても良い。
【００３６】
＜添加剤（Ｅ）＞
　実施形態１の樹脂組成物は、光半導体装置用のパッケージとして用いられた際の、変色
を防止し、光反射率の低下を防ぐために、例えば、ヒンダードフェノール系化合物、ヒン
ダード系アミン化合物、リン系化合物、硫黄系化合物を含有することができる。その他更
に本発明の樹脂組成物には、その好ましい物性を損なわない範囲で、従来から合成樹脂用
に用いられている各種添加剤の１種又は２種以上を配合することができる。添加剤として
は、例えば、タルク、シリカ、酸化亜鉛（テトラポット形状のものを含む）等の無機充填
材、難燃剤、可塑剤、核剤、染料、顔料、離型剤、紫外線吸収剤等を挙げられる。
【００３７】
　実施形態１の樹脂組成物の製造方法は、上記式１で与えられる亜リン酸型チタネート系
カップリング剤（Ｂ）により反射材（Ｃ）を処理する処理工程と、
　ポリアミド（Ａ）と、亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）で処理された反射
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材（Ｃ）とを混合する混合工程と、
　を含む。
　ここで、反射材（Ｃ）を処理する処理工程において、１００重量部の反射材（Ｃ）を０
．１重量部～１０重量部の亜リン酸型チタネート系カップリング剤（Ｂ）で処理すること
が好ましく、１００重量部の反射材（Ｃ）を０．３重量部～１．５重量部の亜リン酸型チ
タネート系カップリング剤（Ｂ）で処理することがより好ましい。
【００３８】
　以上のように構成された実施形態１の樹脂組成物は、亜リン酸型チタネート系カップリ
ング剤（Ｂ）により表面処理された反射材（Ｃ）を含んでいるので、流動性悪化を抑制で
きる為、その結果薄い側壁を有するパッケージを容易に成形することができ、発光装置作
成時に受ける熱による変色で、側壁の反射率が低下することもない。
【００３９】
　実施形態２．
　本発明に係る実施形態２の発光装置は、実施形態１の樹脂組成物を用いて成形されたパ
ッケージを備えた発光装置である。図１は、本発明に係る実施形態２の発光装置の構成を
示す斜視図である。
【００４０】
　実施形態２の発光装置１００は、（１）発光素子１０と、（２）底面２０ａと側壁２０
ｂとを持つ凹部６０を有し、実施形態１の樹脂組成物を用いて成形されたパッケージ２０
と、（３）パッケージ２０と一体成形されるリード電極３０と、（４）発光素子１０を被
覆する封止部材４０と、を備えている。
【００４１】
　発光装置１００において、発光素子１０はパッケージ２０の凹部６０の底面２０ａに露
出したリード電極３０の上に載置されている。発光素子１０が持つ電極と、底面２０ａに
露出したリード電極３０とは、導電性ワイヤによって電気的に接続されている。さらに発
光装置１００からの色調を変えるため、封止部材４０には蛍光物質５０を含有することも
できる。パッケージ２０は、実施形態１で説明したように、ポリアミド、反射材、無機繊
維などを含んで構成されている。封止樹脂４０の材料はシリコーンである。
　以下、実施形態２の各構成部材について説明する。
【００４２】
＜発光素子１０＞
　発光素子１０は、例えば、基板上に発光層を含む半導体積層構造を備えている。半導体
積層構造は、例えば、基板上に、ＧａＡｌＮ、ＩｎＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ、Ｚ
ｎＳ、ＺｎＳｅ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＡｌＩｎＧａＰ等の
半導体を成長させることにより形成することができる。これらの半導体の中でも、ＧａＡ
ｌＮ、ＩｎＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮなどの窒化物系化合物半導体を用いることに
より、近紫外域又は可視光の短波長領域（３６０ｎｍ～５５０ｎｍ）に発光ピーク波長を
有する光強度の高い発光素子を作製することができる。なお、可視光の長波長領域（５５
１ｎｍ～７８０ｎｍ）に発光ピーク波長を有する発光素子も用いることもできる。
【００４３】
　発光装置１００は、複数の発光素子１０を含んでいても良い。複数の発光素子１０の組
み合わせによって、高い演色性を有する白色光の発光が可能な発光装置１００を提供する
ことができる。白色光を発光するための発光素子１０の組み合わせは、例えば、緑色系が
発光可能な発光素子１０を２個、青色系及び赤色色系が発光可能な発光素子１０をそれぞ
れ１個の組み合わせである。
【００４４】
　また、例えば、フルカラー表示用の発光装置を構成する場合、例えば、発光波長が６１
０ｎｍから７００ｎｍである赤色系の発光素子、発光波長が４９５ｎｍから５６５ｎｍで
ある緑色系の発光素子、発光波長が４３０ｎｍから４９０ｎｍである青色系の発光素子を
併用する。発光装置１００において、発光素子の光と蛍光体の光の混色により白色光を発
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発光素子のピーク波長の設定及び蛍光体の選定を行う。この場合、発光素子１０の光出力
による封止部材４０の劣化等をさらに考慮すると、発光素子１０の発光波長は４００ｎｍ
以上５３０ｎｍ以下が好ましく、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下がより好ましい。発光素
子１０と蛍光物質５０との励起効率、発光効率をそれぞれより向上させるためには、４５
０ｎｍ以上４７５ｎｍ以下がさらに好ましい。
【００４５】
＜パッケージ２０＞
パッケージ２０は、底面２０ａと側面２０ｂにより規定される凹部６０を有する。実施形
態１で説明したように、パッケージ２０に含まれる反射材を亜リン酸型チタネートカップ
リング剤で表面処理することで、発光装置作製時の熱によって変色することなく、パッケ
ージ樹脂の粘度を低く抑えつつ反射材を高充填できる。その結果、反射材が高充填された
樹脂組成物を用いて、例えば、２００μｍ以下、さらには１００μｍ以下の薄い側壁２０
ｂを有するパッケージであっても成形することができる。このような薄い側壁であっても
、側壁における光反射率を高くできるので、側壁からの光の漏れを低減でき、光の取出し
効率が高い発光装置が提供できる。また、パッケージ２０は、凹部６０の開口している側
から観察して、長手方向と短手方向とを有する形態である。このとき、凹部６０の側壁２
０ｂのうち、長手方向に沿って形成された側壁２０ｂの厚さを薄くすると、凹部６０の寸
法を変えずにパッケージの短手方向の外形寸法を小さくすることができるので、同じ発光
素子１０を使用して、厚みの薄い発光装置１００を提供することができる。このように薄
型の発光装置１００は、サイドビューとして用いるのに好適である。
【００４６】
＜封止部材４０＞
　封止部材４０の材料は、特に限定されるものではないが、例えば、シリコーン樹脂、エ
ポキシ樹脂等の透光性樹脂を用いることができる。また、ガラス等の無機材料を用いるこ
とも可能である。
【００４７】
＜蛍光物質５０＞
蛍光物質５０は、発光素子１０からの光を吸収し異なる波長の光を発する。具体的には、
例えば、アルミニウムガーネット系蛍光体、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦
活される窒化物系蛍光体・酸窒化物系蛍光体・サイアロン系蛍光体、Ｅｕ等のランタノイ
ド系、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に付活されるアルカリ土類ハロゲンアパタイト
蛍光体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体、アルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体
、アルカリ土類ケイ酸塩、アルカリ土類硫化物、アルカリ土類チオガレート、アルカリ土
類窒化ケイ素、ゲルマン酸塩、又は、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に付活される希土
類アルミン酸塩、希土類ケイ酸塩又はＥｕ等のランタノイド系元素で主に賦活される有機
及び有機錯体等から選ばれる少なくともいずれか１又は２以上である。
【００４８】
　以上のように構成された実施形態２の発光装置は、亜リン酸型チタネートカップリング
剤（Ｂ））により表面処理された反射材（Ｃ）を多く含むパッケージを備えているため、
光取出し効率が向上している。
【実施例】
【００４９】
　以下、本発明に係る実施例について説明する。ただし、本発明は下記の実施例に制限さ
れるものではない
　実施例１～５として、表１に示す組成の樹脂組成物を作製した。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
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　表１に示すように、実施例１～５の樹脂組成物は、チタネートカップリング剤により表
面処理した酸化チタンを含んでいる点で、表面処理していない酸化チタンを含む比較例１
～２の樹脂組成物とは異なっている。
　ここで、チタネートカップリング剤の種類について、Ｂ１は、テトライソプロピルビス
(ジオクチルホスファイト)チタネートであり、単に、チタネートカップリング剤（Ｂ１）
ともいう。また、Ｂ２は、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネートで
あり、単に、チタネートカップリング剤（Ｂ２）ともいう。
　尚、実施例において、テトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイト)チタネートは
、味の素ファインテクノ（株）製の商品名：プレンアクト４１Ｂを使用し、テトラオクチ
ルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネートは、味の素ファインテクノ（株）製の商品
名：プレンアクト４６Ｂを使用した。
【００５２】
　また、実施例１～５及び比較例１～２において、表面処理剤以外は以下のものを使用し
た。
　ポリアミド（Ａ）：ポリノナメチレンテレフタルアミド（-[-CO-C6H4-CONH-(C9H18)-NH
-]-）、
　反射材（Ｃ）：酸化チタン（石原産業(株)の商品名：CR-90）
　繊維状鉱物（Ｄ）：ワラストナイト（キンセイマテック(株)製の商品名：SH-1800）
　添加剤（Ｅ）：ヒンダードフェノール系化合物（BASF社製の商品名：イルガノックス10
98（登録商標））
【００５３】
　また、リン系化合物として、大道製薬(株)製のジ亜リン酸カルシウムを使用し、ヒンダ
ードアミン化合物として、クラリアントジャパン(株)製のナイロスタブ（Nylostab） S-E
ED（登録商標）を使用した。
【００５４】
　反射材の処理方法
　表１に示す所定量の二酸化チタンに、表面処理剤の加水分解に必要な理論水量の２倍の
ＮＨ３水を添加し、混合行い、チタネートカップリング剤を二酸化チタン重量比で表１に
示す値になるように所定量秤量し、同量のイソプロピルアルコールで希釈した後、二酸化
チタンに添加し、混合を行った。混合終了後.乾燥機にて乾燥し、表面処理が施された二
酸化チタンを得た。
【００５５】
　樹脂組成物の作製
　上記の方法で処理した反射材（Ｃ）、ポリアミド（Ａ）、無機繊維（Ｄ）、添加剤（Ｅ
）を表１に示す割合になるように秤量して乾式混合した。乾式混合後、２軸押し出し混練
り機を用いて３２０℃にて溶融混練を行うことにより、樹脂組成物を作製した。
【００５６】
　樹脂の流動性評価
　樹脂の流動性評価は、ＭＦＲ（メルトフロレート）にて実施した。
　測定方法としては、ＪＩＳ Ｋ ７２１０に準拠して行い、測定条件は３２０℃、荷重０
．６５ｇｆにて実施した。評価結果として示す値は、表面処理されていない酸化チタンを
３５重量部含有する比較例１の樹脂組成物のＭＦＲ（ｇ/１０ｍｉｎ）を１００としたと
きの相対値にて示した。
【００５７】
　ポリアミド４９重量部に対して、酸化チタンを４０重量部含有させた実施例１～４及び
比較例２の樹脂組成物の流動性を対比すると以下のことがわかる。
【００５８】
　実施例１～３の樹脂組成物は、表１に示すようにチタネートカップリング剤（Ｂ１）で
表面処理された酸化チタンを含むものであり、表面処理されていない酸化チタンを樹脂に
対して同じ割合で含む比較例２の樹脂組成物に比較するといずれも流動性は良好である。
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この結果から、チタネートカップリング剤（Ｂ１）により酸化チタンを表面処理して樹脂
に含有させると、樹脂の流動性が改善されることがわかる。
【００５９】
　また、実施例２、３の樹脂組成物はそれぞれ、酸化チタン１００重量部に対して、０．
３重量部、０．５重量部のチタネートカップリング剤（Ｂ１）で表面処理された酸化チタ
ンを用いたものであり、酸化チタン１００重量部に対して、０．１重量部のチタネートカ
ップリング剤（Ｂ１）で表面処理された酸化チタンを用いた実施例１の樹脂組成物より、
流動性が良好である。この結果から、酸化チタン１００重量部に対して、０．１重量部よ
り多いチタネートカップリング剤（Ｂ１）で表面処理された酸化チタンを用いることが好
ましいことがわかる。
【００６０】
　さらに、実施例４の樹脂組成物は、表１に示すようにチタネートカップリング剤（Ｂ２
）で表面処理された酸化チタンを含むものであり、表面処理されていない酸化チタンを樹
脂に対して同じ割合で含む比較例２の樹脂組成物に比較するといずれも流動性は良好であ
る。その結果からチタネートカップリング剤（Ｂ２）により酸化チタンを表面処理して樹
脂に含有させると、樹脂の流動性が改善されることがわかる。
【００６１】
　また、実施例５の樹脂組成物は、酸化チタンの含有量が多いにも拘わらず、酸化チタン
１００重量部に対して、１．５重量部のチタネートカップリング剤（Ｂ１）で表面処理さ
れた酸化チタンを用いていることから、流動性は他の実施例より良好である。
【００６２】
　実施例６～９として、実施例２～５の樹脂組成物を射出成形して作製したパッケージを
用いて発光装置を作製して出射される全光束を評価した。その結果を表２に示す。ここで
、実施例６～９の発光装置では、約４５０ｎｍに発光ピーク波長を持つ窒化物半導体層を
有する発光素子１０と、底面２０ａと側壁２０ｂとを持つ凹部６０を有し、実施形態２の
樹脂組成物を用いて成形されたパッケージ２０は作成される。パッケージ２０はＮＳＳＷ
３０４Ｄ（日亜化学工業株式会社製）を使用する。パッケージ２０とリード電極３０とは
一体成形され、リード電極３０は銅を母材とし、表面に銀がメッキされている。封止部材
４０としてフェニルシリコーン樹脂（型番ＯＥ６６３０：東レ・ダウコーニング株式会社
製）を使用する。
【００６３】
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【表２】

【００６４】
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　各発光装置の全光束評価は、積分式全光束測定機にて実施し、比較例３の全光束を１０
０としたときの全光束比にて示した。
　尚、比較例３の発光装置は、比較例１の樹脂組成物を用いた以外は実施例６～９と同様
にして作製した。
【００６５】
　表２に示すように、実施例６～９の発光装置は、比較例の発光装置より全光束が大きい
ことが確認できた。
【符号の説明】
【００６６】
　　１０　発光素子
　　２０　パッケージ
　　２０ａ　底面
　　２０ｂ　側壁
　　３０　リード電極
　　４０　封止部材
　　６０　凹部
　　１００　発光装置

【図１】
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